
就職氷河期世代支援に係る広報について 

               

令 和 ２ 年 ６ 月  

内閣官房就職氷河期世代支援推進室 

 

 支援を必要とする就職氷河期世代の方々に支援が実際に届くよ

う、政府広報を積極的に活用して、以下のような様々な媒体で支援

策や各種の相談・支援窓口の情報発信を強化していく。 

  

１．ポータルサイト（政府広報オンラインウェブサイト）の開設 

２．SNS、ポータルサイト、ヤフーページなど各種インターネット 

を活用した動画広報 

（１）支援団体の代表等からの当事者に対する応援メッセージ 

（２）就職氷河期世代の著名人を活用した当事者向けの就労や社 

会参加に係る支援策紹介 

（３）就職氷河期世代の著名人を活用した企業向けの助成金紹介  

３．雑誌広告 

中年層向けのテレビ情報誌、週刊誌、専門雑誌で当事者向け 

  にポータルサイトの紹介広告を掲載 

４．ラジオ広告 

AM局の番組で平日の午後の時間帯に当事者向けの放送を実施 

５．コンビニ店内での広告 

レジ横に設置されている液晶端末及び店内放送を活用して当 

  事者向けに広告を実施 

 

また、支援策や相談窓口の情報発信を行うため、別添のリーフレ

ットを作成して、各都道府県や市町村に展開済。今後も各自治体や

経済団体の活用いただくようお願いする（自治体ごとにカスタマイ

ズしての利用が可能）。 
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